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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民生活課・生活環境・交通係 

個人情報ファイルの名称 し尿処理システム 

行政機関等の名称 美濃市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部市民生活課 

個人情報ファイルの利用目的 し尿の運営管理を行うため 

記録項目 

１登録者氏名、２登録者住所、３電話番号、４登録番号、５登

録年月日、６設置場所、７口座情報、８汲取り履歴、９汲取り

金額 

記録範囲 し尿の利用者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）美濃市総務部総務課 

（所在地）〒501－3792 美濃市１３５０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１６日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【市民生活課・市民係】 

個人情報ファイルの名称 
戸籍簿・除籍簿・改製原戸籍簿システム 

戸籍簿（戸籍の附票）システム 

行政機関等の名称 美濃市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部市民生活課 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍の異動及び証明書発行等事務を行うため 

記録項目 

1 筆頭に記載した者の氏名及び本籍、2 氏名、3出生の年月日、

4 戸籍に入った原因及び年月日、5 実父母の氏名及び実父母と

の続柄、6 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、7

夫婦については、夫又は妻である旨、8 他の戸籍から入った者

については、その戸籍の表示、9 その他法務省令で定める事項 

記録範囲 
美濃市内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする

子 

記録情報の収集方法 

戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直

系卑属、国又は地方公共団体の機関、弁護士等事件又は事務に

関する業務を遂行する者、戸籍総合システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）美濃市 総務部 総務課 

（所在地）〒501－3792 美濃市 1350 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
戸籍法第 113条に基づき訂正請求できる。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 4年 12月 20 日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【市民生活課・市民係】 

個人情報ファイルの名称 住民記録システム 

行政機関等の名称 美濃市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部市民生活課 

個人情報ファイルの利用目的 住民記録の異動及び証明書発行等事務を行うため 

記録項目 

１住民基本台帳法第７条に基づく事項 

記録範囲 
美濃市の住民基本台帳に記録されている者及び世帯員（当該住

民票から除かれた者を含む） 

記録情報の収集方法 

美濃市の住民基本台帳に記録されている者及び世帯員（当該住

民票から除かれた者を含む）、国又は地方公共団体の機関、弁

護士等事件又は事務に関する業務を遂行する者、住民記録シス

テム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）美濃市 総務部 総務課 

（所在地）〒501－3792 美濃市 1350 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
住民基本台帳法第３０条の３５に基づき訂正請求できる。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 4年 12月 20 日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【市民生活課・市民係】 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳ネットワークシステム 

行政機関等の名称 美濃市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部市民生活課 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務を行うため 

記録項目 

１住民基本台帳法第７条に基づく事項 

記録範囲 
美濃市の住民基本台帳に記録されている者及び世帯員（当該住

民票から除かれた者を含む） 

記録情報の収集方法 

美濃市の住民基本台帳に記録されている者及び世帯員（当該住

民票から除かれた者を含む）、国又は地方公共団体の機関、弁

護士等事件又は事務に関する業務を遂行する者、住民記録シス

テム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）美濃市 総務部 総務課 

（所在地）〒501－3792 美濃市 1350 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
住民基本台帳法第３０条の３５に基づき訂正請求できる。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 4年 12月 20 日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【市民生活課・市民係】 

個人情報ファイルの名称 マイナンバーカード管理システム 

行政機関等の名称 美濃市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部市民生活課 

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カードに関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 性別、5 個人番号、6 その他政

令で定める事項、7 カード記録事項、8 本人の写真 

記録範囲 住民基本台帳に記録されている者 

記録情報の収集方法 
本人、行政機関、地方公共団体、その他の個人番号利用事務等

実施者、マイナンバーカード管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）美濃市 総務部 総務課 

（所在地）〒501－3792 美濃市 1350 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
住民基本台帳法第３０条の３５に基づき訂正請求できる。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 4年 12月 20 日 

 



16 

個人情報ファイル簿（単票）        【市民生活課・市民係】 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録原票 

行政機関等の名称 美濃市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部市民生活課 

個人情報ファイルの利用目的 印鑑登録に関する事務を行うため 

記録項目 

1 印影、2 登録番号、3登録年月日、4 氏名、5 出生の年月日、6

住所、7 外国人住民の氏名の片仮名表記、8 その他市長が必要

と認める事項 

記録範囲 印鑑の登録を受けている者 

記録情報の収集方法 印鑑の登録を受けている者、又はその代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）美濃市 総務部 総務課 

（所在地）〒501－3792 美濃市 1350 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
美濃市印鑑条例第１２条に基づき廃止申請できる。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 4年 12月 20 日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【市民生活課・市民係】 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録システム 

行政機関等の名称 美濃市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部市民生活課 

個人情報ファイルの利用目的 印鑑登録に関する事務を行うため 

記録項目 

1 印影の写し、2 氏名、3 出生の年月日、4 住所、5 外国人住民

の氏名の片仮名表記 

記録範囲 印鑑の登録を受けている者 

記録情報の収集方法 
印鑑の登録を受けている者、又はその代理人、印鑑登録システ

ム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）美濃市 総務部 総務課 

（所在地）〒501－3792 美濃市 1350 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
美濃市印鑑条例第１２条に基づき廃止申請できる。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 4年 12月 20 日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民生活課・生活環境・交通係 

個人情報ファイルの名称 畜犬管理システム 

行政機関等の名称 美濃市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部市民生活課 

個人情報ファイルの利用目的 畜犬及び所有者情報を管理するため 

記録項目 

１所有者氏名、２所有者住所、３電話番号、４登録番号、５登

録年月日、６犬の種類、７犬の毛色、８犬の性別、９犬の名前、

10 犬の生年月日、11犬の所在地、12予防注射の実施記録 

記録範囲 犬の所有者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）美濃市総務部総務課 

（所在地）〒501－3792 美濃市１３５０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１６日 


